
「Smile to Smile」(スマイル トゥ スマイル) サービスについて
ご自身の配分金明細書や、センターから会員に必要な情報を確認できます。

フリーランス新法の施行(令和6年秋頃)に伴い、会員が請負・委任の形態で

就業する場合は、今後、Smile to Smileの登録が必須となります。

ご自身のスマホやパソコンに登録をお願いします。

Smile to Smile（スマイルトゥスマイル）

の利用登録の説明会

<< ４月開催のご案内 >>

Smile to Smile(スマイルトゥスマイル) <配分金明細書

のWEB配信> の利用登録の説明会を開催します！

登録されていない方、登録に不安な方は是非ご参加下さい。

・開催日時：下記の時間帯にお越しください

-４月１５日(月) 午後３時から午後５時

-４月２２日(月) 午前１０時から午前１２時

・場所：守口市シルバー人材センター ２階研修室

ID電話にて参加日時を

ご連絡下さい

公益社団法人 守口市シルバー人材センター


